
 

 

 

 

 



 



令和8年4月1日現在

（１）日常生活用具 （円） （円）

番号 上限額 番号 上限額

1 132,000 交換（片耳） 300,000

本体のみ 155,000 修理 補装具費制度

ボチテリシスチテ 162,800 （笛式） 5,150

3 4,950 （笛式）（気管ォドャヺリ付） 8,343

4 52,800 （電動式） 72,203

5 140,800 （埋込型用人工鼻） 23,250

男性用 98,000

女性用 101,000

本体 599,000

吊り具 50,000

8 34,100

9 21,000

下記以外 90,000 ＰＣ等周辺機器 100,000

下肢体幹1級で車椅子を利用する方 180,000

下記以外 60,000
下肢体幹1,2級又は進行性疾患の
方 120,000

12 11,000

13 14,500

14 5,000

(既製品) 12,525

（エヺゾヺミアデ） 37,853

16 134,200

17 31,000 （消化器系） 12,450

18 36,300 （泌尿器系） 13,650

19 12,000 48 12,000

20 110,000 （男性用）（普通型） 7,931

21 6,000 （男性用）（簡易型） 5,871

22 20,000 （女性用）（普通型） 8,755

23 11,000 （女性用）（簡易型） 6,077

24 33,000

25 51,500

下記以外 22,000 番号 上限額
(長時間連続使用が必要な方
のみ) 62,590 小規模改修

27 52,000

28 9,000

29 15,300 中規模改修   

下記以外 9,980
(長時間連続使用が必要な方
のみ) 157,500 （本体） 979,000

31 9,680 （吊具） 50,000

32 198,000 （工事費） 353,000

33 240,000

（標準型）（真鍮） 12,745

（標準型）（フョシタチキ） 12,745 下記以外 92,400

（携帯用）（゠ラポ） 12,745
（ニピョアゴヺの長時間利用者の場
合） 140,400

（携帯用）（フョシタチキ） 12,745 2 247,500

35 85,000 3 198,000

36 55,000 4 349,800

据置型 239,000 5 398,000

携帯型 198,000 6 99,800

（OCR等のPC用セビテイゥ゠） 90,000 7 85,000

38 13,900 8 395,000

39 25,740 9 395,000

40 88,900 10 298,000

41 7,700

暗所視支援眼鏡

聴覚障害者用情報受信装置

1

聴覚障害者用目覚まし時計

電気式たん吸引器、
ニピョアゴヺ両用器

ヨヺデポヺぷらす

よみあげ名人

点字器　

エヺォマボア゠ア２

ピリアラミム

ピリアラスヱシ

26
種　　目　　名

紙おむつ等

50,000

（継続定額コヺ
パシの製品は

10,000円）

視覚障害者用時計

聴覚障害者用通信装置（FAX）

（3）区が特別に給付を認めている製品(多機能用具）

スヱシフリアモヺ

スヱシフリアモヺョアテ

網膜投影型ヅァシフリア

収尿器

（2）住宅改修

19,800

（継続定額コヺ
パシの製品は

3,960円）
44

46

15

人工咽頭

情報ヹ通信支援用具
音声ミヺョヺ

上記以外のその他

47 シテボ装具

画面読上げ（ｽｸﾘｰﾝﾘｰ
ﾀﾞｰ）ヹ
音声ピョイゴ

30

34

ニピョアゴヺ(吸入器)

37

43

1

2

T字状ヹ棒状のつえ

車いす用雨がっぱ

透析液加温器

11

電気式たん吸引器

視覚障害者用体重計

音声式体温計

携帯用会話補助装置

火災警報器

自動消火装置

ビョチサャタメアマ

便器

UV防護服

641,000
（浴場）（便所）（玄関）（居室）（台所）  

訓練いす（児童のみ）

49

じょくそう防止ボチテリシ　

聴覚障害者用屋内信号装置

生活支援自助具

年間6ソアテラ24冊まで
但し、辞書等一括して

購入しなければ
ならないものを除く。

　　（原本となる書籍代
は自己負担)

年30,000を上限
（原本となる書籍代

は自己負担）

200,000

世田谷区日常生活用具給付事業 公費負担上限基準

種　　目　　名 種　　目　　名

66,000

（継続定額コヺ
パシの製品は

13,200円）

人工内耳用音声信号処理装置
（シヒヺタフルスチコ）
※交換

歩行時間延長信号機用小型送信機

車いす用雨がっぱ

防水サヺヂ（特殊ボチテ）

簡易浴槽　

10

2 電動プチデ（特殊寝台）

6 採尿器（特殊尿器）

7 移動用ヨビテ

視覚障害者用ヅァシフリア

ＤＡＩＳＹ図書再生機

ボチテリシ

42

ホヺソピラテアリ

（手すりの取付け）（床段差の解消）（床材の変更）

入浴補助用具

移動ヹ移乗ヹ体位交換支援用具

ハラシエカサミヺソヺ

視覚障害者用音声血圧計

音声色彩判別装置

視覚障害者用読書器

3
屋内移動設備
(階段昇降機含む）

45 点字図書

大活字図書

頭部保護帽

（扉の取替え）（便器の取替え）（その他付随する改修）

洗浄機能付便座（特殊便器）



別表第２(第５条関係）

備考

一般１

一般３

一般４

区分

一般２

給付対象者及び当該給付対象者と同一の世帯に属する者（給付対象者が
障害者であるときは、その配偶者に限る。）について給付を受けた月の
属する年度（給付を受けた月が４月から６月までの場合にあっては、前
年度）分の市町村民税の所得割の額を合算した額が24,000円以上55,000
円未満であるもの

給付対象者及び当該給付対象者と同一の世帯に属する者（給付対象者が
障害者であるときは、その配偶者に限る。）について給付を受けた月の
属する年度（給付を受けた月が４月から６月までの場合にあっては、前
年度）分の市町村民税の所得割の額を合算した額が24,000円未満である
もの

給付対象者及び当該給付対象者と同一の世帯に属する者（給付対象者が
障害者であるときは、その配偶者に限る。）について給付を受けた月の
属する年度（給付を受けた月が４月から６月までの場合にあっては、前
年度）分の市町村民税の所得割の額を合算した額が55,000円以上
1,000,000円未満であるもの

給付対象者及び当該給付対象者と同一の世帯に属する者（給付対象者が
障害者であるときは、その配偶者に限る。）について給付を受けた月の
属する年度（給付を受けた月が４月から６月までの場合にあっては、前
年度）分の市町村民税の所得割の額を合算した額が1,000,000円以上であ
るもの
給付対象者が１８歳未満の児童の場合は区分を一般３とする

１　利用者負担額の算定にあたり10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

２　同月に複数の品目を給付する場合、品目ごとに利用者負担額を算定し、最も高い金額となった品目の利用者負担額のみを算定
し、それ以外の品目の利用者負担額は０円とする。ただし、一般４の区分に該当する対象者については、その負担する額は、給付す
る全ての品目に係る利用者負担額を合計して得た額とする。

３　この表において「障害者」とは、給付事業の対象者のうち、18歳以上であるものをいう。

４　この表において「市町村民税を課されない者」とは、地方税法（昭和25年法律第226号）の規定による市町村民税（同法の規定
による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。）を課されない者（世田谷区特別
区税条例（昭和39年12月世田谷区条例第74号）の規定に基づき当該市町村民税を免除された者とし、当該市町村民税の賦課期日にお
いて同法の施行地に住所を有しない者を除く。）をいう。

５　この表において「市町村民税の所得割の額」とは、地方税法の規定による市町村民税の同法第292条第１項第２号に掲げる所得
割の額（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則（平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」とい
う。）第26条の２で定める規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した額とする。）をいう。

６　所得割の額を算定する場合には、省令第26条の３に規定する算定方法を適用する。

利用者負担額（月額）

０円

給付する用具の価格（別表第１に定
める該当品目の基準額を超える場合
は、当該基準額）の１割に相当する
額（ただし、上限を1,120円とす
る。）

給付する用具の価格（別表第１に定
める該当品目の基準額を超える場合
は、当該基準額）の１割に相当する
額（ただし、上限を37,200円とす
る。）

給付する用具の価格（別表第１に定
める該当品目の基準額を超える場合
は、当該基準額）の全額

生活保護・低所得

給付する用具の価格（別表第１に定
める該当品目の基準額を超える場合
は、当該基準額）の１割に相当する
額（ただし、上限を2,350円とす
る。）

対象者

①給付対象者及び当該給付対象者と同一の世帯に属する者が給付を受け
た月において被保護者（生活保護法（昭和25年法律第144号）第６条第１
項に規定する被保護者をいう。）若しくは要保護者（同条第２項に規定
する要保護者をいう。）である場合における当該給付対象者

②給付対象者及び当該給付対象者と同一の世帯に属する者（給付対象者
が障害者であるときは、その配偶者に限る。）が給付を受けた月の属す
る年度（給付を受けた月が４月から６月までの場合にあっては、前年
度）分の市町村民税を課されない者である場合における当該給付対象者


